
■督促や国への情報提供などの積極的な対応

　「ただ乗り事業者」に対する諸措置は国が実施するものです

が、協会としても積極的に協力し、前年度に申込みがあって今

年度申込みがない事業者には督促をするとともに、国にその

情報を提供しています。

　また、協会では、主務5省庁からの依頼により、平成12年度

分から、協会に再商品化委託申込みをし、再商品化委託料金

を完納した事業者名を、「再商品化義務履行者リスト」として

ホームページ上で公表しています（平成13年度から）。さら

に、平成20年秋には、特定事業者の個別企業（公表に同意さ

れた事業者のみ）の再商品化委託料金（平成19年度分）を

ホームページ上で公表する予定です。（詳細は45ページ

TOPIC⑪参照）

　なお、義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務

が消滅することはないため、協会では、過年度分の申込みを随

時受け付けております。国の指導の効果もあり、平成15年度

からの受付実績は、表2のとおりです。
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■罰則強化で罰金を引き上げ

　事業者が適切に再商品化義務を履行していないと思われる

時は、主務大臣が事業の状況や再商品化の状況に関し報告を

徴収したり、事務所・工場・事業場・倉庫に立ち入り、帳簿・書類そ

の他の物件を検査し、実態を把握することになります。

　報告徴収や立ち入り検査により、明らかに再商品化義務の

不履行がある（「ただ乗り事業者」）と思われる時には、主務大

臣が再商品化の実施に関して必要な指導・助言を行うこととな

ります。

　指導・助言によっても再商品化をしない事業者に対しては、

再商品化をすべき旨を主務大臣が勧告し、その勧告に事業者

が従わなかったときは、その旨が公表されることとなります。

　さらに、その公表後も勧告にかかわる措置をとらない事業

者に対しては、その勧告にかかわる措置をとるべきことを主務

大臣が命令し、その命令に違反した事業者には罰金が科せら

れます。従来「50万円以下の罰金」となっていた罰則の強化

が検討され、平成18年の法改正により「100万円以下の罰

金」に引き上げられました。

■義務不履行者の公表

　経済産業省は、平成16（2004）年12月13日付けで勧告

したにもかかわらず、再商品化を行わなかった大企業11社に

対し、社名、代表者名、所在地を平

成17年4月20日に公表しまし

た。

　さらに、平成16年12月13日と

平成17年6月13日付けの勧告に

対して、中規模企業を含む58社

の事業者で再商品化が行われて

いないため、平成17年9月9日に

第2回目の公表を実施しました。また、同年9月7日付けで、環

境、経済産業、国税、厚生労働、農林水産の各省庁から関係業

界団体に向けて、改めて容リ法制度への理解と特定事業者の

再商品化義務履行の周知について、各団体所属企業への徹底

を図り、このシステムが円滑に運用されるよう求めています。

さらに法制度の周知徹底を定量的に把握するためとして、会

員等企業名簿の提出協力を依頼しています。

　平成18年1月18日付けで、経済産業省は公表を行っても

なお義務履行しない事業者36社に対して命令を実施すると

ともに、農林水産省においても、同日付けで勧告に従わない事

業者8社に対して公表を実施しました。

表1 法の適用を除外される小規模事業者

業種 売上高 従業員

製造業等

商業、サービス業

2億4,000万円以下

7,000万円以下

かつ20人以下

かつ5人以下

 表2 各年度中に受付けた過年度分の申込数

※当該年度中に委託申込みを行わなかった事業者が、過年度分として申込みを行った件数を指す。
※1社が3年分をまとめて申込んだ場合、件数は「3」とカウントされる。

年度 15年度 16年度 17年度

件数

委託金額

2,032件

2億500万円

4,815件

5億2,800万円

5,374件

8億2,300万円

4,171件

5億6,500万円

18年度

年表

容器包装リサイクル 10年の歩み

財団法人日本容器包装リサイクル協会
は、家庭ごみの約6割（容積比）を占める容
器包装廃棄物の減量と再生資源としての
利用を図ることを目的に平成7年6月に制
定された「容器包装に係る分別収集及び再
商品化の促進等に関する法律」（容器包装
リサイクル法）の第21条に規定される「指
定法人」を設立すべく、主務4省（当時：厚生
省、通商産業省、大蔵省、農林水産省）の指
導のもと、平成8年1月、経済団体連合会
（当時）、日本商工会議所に世話役としての
労をとっていただき、関連44業界が一体と
なって財団法人設立の準備を開始し、同年
9月25日、主務4省の設立許可書を取得
し、発足しました。同年10月31日には主務
4省より再商品化実施機関としての指定法
人の指定を受けました。

 4月 ● 第5回「打合せ会」で、「素材横断型の財団法人を全国で1つ設立するこ
とを合意し、「指定法人設立準備打合せ会」を解散（4月24日）

 5月 ■ 第1期再商品化計画（ガラスびん、PETボトルの再商品化可能量等）（平
成9年度から13年度までの5年間）告示（5月17日）（主務4省）（PET
ボトルについては、再商品化能力の増大に伴い計画の変更を実施）

 6月 ● 7団体が加わり、44団体で「容器包装リサイクル法に係る指定法人設立準
備会」発足。設立事務局を設置、設立に向け準備作業を開始（6月5日）

  ■ 容リ法第2段階（市町村分別収集計画、都道府県分別収集促進計画関
係）施行（6月15日）

  ● 設立準備会で、出捐の基本方針（1団体400万円）を決定（6月27日）

 8月 ● 設立準備会（最終会合）において、設立趣意書、寄附行為、事業計画・収
支予算、役員・評議員候補者等を確定し、設立発起人会に上程決定、設立
準備会解散（8月26日）

 9月 ● 財団法人設立発起人会を開催、前記案件を全会一致で決定（9月9日）
  ● 設立許可を主務4省（厚生省、通商産業省、大蔵省、農林水産省）から取得。

財団法人日本容器包装リサイクル協会（以下 協会）設立。（9月25日）（理
事長に稲葉興作（日商会頭）、副理事長に林周二（明治学院大学教授）就任。
総務企画部、ガラスびん事業部、PETボトル事業部を設置）

 10月 ● 東京都港区（現在の所在地）の新事務所（郵政福祉〈当時は郵政互助
会〉琴平ビル）で業務開始（10月1日）

  ● 平成8年度第1回評議員会・第1回臨時理事会開催（於：東京會舘）（10
月15日）。専務理事、事務局長、指定法人の申請、委員会設置規則等諸
規定を決定。専務理事に上野明就任。設立披露パーティ開催

  ● 主務4省から指定法人としての指定を受ける（10月31日）

 11月 ● 第1回ガラスびん事業委員会・分科会、ＰＥＴボトル事業委員会・分科会開
催（11月19日）

 12月 ● 第1回総務企画委員会開催（12月10日）
  ● 平成9年度再生処理事業者および再商品化製品利用事業者登録開始公示

（官報）（12月16日）（登録申込期間：平成9年1月6日～16日）
  ● 平成9年度市町村からの分別基準適合物引取り申込み受付開始（12月

20日）（申込み締切：平成9年1月31日）

 6月 ■ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（法律第
112号、通称、容器包装リサイクル法、以下 容リ法）公布（6月16日）

 12月 ■ 容リ法に関する法律施行令（政令第411号）および関係4省（大蔵省、厚生
省、農林水産省、通商産業省）が同法律施行規則を定める（12月14日）

  ■ 容リ法第1段階（基本方針、再商品化計画、指定法人関係）施行（12月
15日）

 1月 ● 経済団体連合会と日本商工会議所が世話役となり、関係業界37団体が
参加して「指定法人設立準備打合せ会」発足（1月22日）

平成8（1996）年9月　
（財）日本容器包装リサイクル協会設立

　容器包装リサイクル法が公布された平成7（1995）年6月から平成19年10月までの10年余りの協会事業活動を中心に、
容器包装リサイクルの歩みを年表にまとめました。各年度に共通する定例の事業活動については、初年度のみを記載すること
として省略していますので、「年間主要スケジュール」（46ページ参照）と併せてご覧ください。

TOPIC 1

TOPIC 1

平成7（1995）年度

平成8（1996）年度

第１回評議員会・臨時理事
会で挨拶をする稲葉興作
理事長（平成8年10月）

財団法人日本容器包装リサイクル協会 設立発起人会を
開催（平成８年９月）

容器包装リサイクル法（容リ法）では、①「容器」「包装」を利用して中身を販売する、②「容器」を製造する、③「容器」および
「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者は、小規模事業者（表1）を除いて、容リ法に定められた「特定事業者」
として、リサイクル（再商品化）の義務を負います。
特定事業者であっても負担金を支払わない（未申込、過少申告など）など義務を果たしていない事業者を「ただ乗り事業者」
と呼んでいます。「ただ乗り事業者」の存在は、再商品化の義務を負う事業者間の不公平感を生むことから容器包装リサイクル
制度全体の持続可能性にかかわる大きな問題です。

■…国の動き
●…協会の動き
◆…その他の動き


